
補助要綱など関係規定について

本事業の関係規定（本事業の根拠である「障害者通所施設等整備費補助要

綱」及び審査会において採択の判断基準とされる「障害者通所施設等整備費
補助対象法人審査委員会設置要領」別紙１「法人審査基準」、別紙２「設備
審査基準」等）です。
必ず、補助協議前に上記関係規定を一読し、不明な点があれば都に問い合
わせてください。

障害者通所施設等整備費補助要綱（障害者施設等） ・・・・・・３

障害者通所施設等整備費補助要綱（障害児施設） ・・・・・３ 4

障害者通所施設等整備費補助事業対象法人審査基準 ・・・・・５ 4 

障害者通所施設設備審査基準 ・・・・・６ 1

障害者（児）施設整備費補助等重度対応特別単価取扱要領・・・・７ 1

借地を活用した障害者（児）施設設置支援事業補助要綱 ・・・８０

定期借地権利用による障害福祉サービス事業所等整備促進事業補助要綱
・１０２
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（参考）障害者通所施設等整備費補助要綱のポイント

参照内 容主なポイント

４

暴力団及び法人その他の団体の代表者又は役員又は
使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団等に
該当する者がある団体には、補助金の交付の対象外で
す。

補助事業者の制限

本

文

（障害者
施設等）

附則
9

（障害児
施設）

附則
２

事業所の新規開設又は定員増を目的として行う整備
（さらに、共同生活援助にあっては、区分４以上の利用
者を１人以上受け入れる重度者対応を行うこと）で、か
つ令和８年度までに着工した案件が特別助成（社会福
祉法人や特定非営利活動法人であれば補助率7/8）
の対象です。

令和６年度から令和８年
度までに着工した事業に
係る特例措置

１

各整備メニューの定義は別表１のとおりです。
施設整備及び設備整備
基準 創設・改築・改修

別
表
１

土地や建物に抵当権が設定されている場合は、原則
補助対象外です。（自己所有の土地・建物の場合、例
外規定あり）

施設整備及び設備整備
基準 共通条件

２
本事業を活用しグループホームを開設する場合は、家
賃、光熱水費、食材料費等利用者に負担を求める費
用は、極力低価格に設定してください。

その他

２

原則、補助協議後の変更は認められませんが、やむを
得ない事情により変更が生じる場合は、必ず、事前に
都に連絡をしてください。（事前の連絡なく変更があった
場合、補助取消しの可能性もあります。）

承認事項

補
助
条
件

１１

虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたと
き、補助金交付の目的が達成されないことが明らかに
なったときなどの場合は、補助取消しとなる可能性があ
ります。（補助取消しに係る規定については、事業開始
後も適用されますので注意してください。）

決定の取消し

16

「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の
処分制限期間」（平成20年厚生労働省告示第384号）
に定める期間（賃借している建物を改修する場合は10
年間）を経過するまで、知事の承認を受けないで、この
補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、
貸し付け、又は担保に供してはいけません。基本的には、
当該財産処分制限期間は、事業を継続してください。

財産処分の制限等

21
工事請負業者については、都が行う契約手続きの取扱
いに準じ、入札により決定してください。

補助事業に係る契約（２）

22
契約の相手方及びその関係者から寄付金等資金の提
供を受けてはなりません。

契約の相手方等からの資
金提供の禁止

2
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障害者通所施設等整備費補助要綱（ 障害者施設等）  

 

１  通則及び目的 

（ １ ）  通則 

障害者通所施設等整備費補助要綱（ 障害者施設等） に係る補助金の交付については、 東京都補助金等交

付規則（ 昭和３ ７ 年東京都規則第１ ４ １ 号） に定めるも ののほか、 この要綱の定めると ころによる。  

（ ２ ）  目的 

こ の要綱は、 障害者の地域における 居住の場又は日中活動の場の整備及び特別支援学校卒後対策

の一環と し て、社会福祉法人その他の者が設置する 障害者通所施設等の施設整備等に要する 経費を、

設置者等に対し て、 東京都が予算の範囲内で補助する ために必要な事項を定め、 も って障害者の地

域での自立生活の促進及び特別支援学校卒業者の進路の拡大を図る と と も に、 障害者の福祉の向上

を図る こ と を目的と する。  

 

２  補助対象事業 

（ １ ） こ の補助は、 次の各号の事業の対象者のう ち、 社会福祉法人、 医療法人、 一般社団法人、 一般財団法

人及び特定非営利活動促進法（ 平成１ ０ 年法律第７ 号） に定める特定非営利活動法人、 労働者協同組合

法（ 令和２ 年法律第７ ８ 号） に定める労働者協同組合（ 以下「 社会福祉法人等」 と いう 。 ） 、 社会福祉

法人等以外の法人（ 以下「 民間企業等」 と いう 。） 並びに区市町村が次の各号（ 民間企業等については、

アのう ち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（ 平成１ ７ 年法律第１ ２ ３ 号。

以下「 障害者総合支援法」 と いう 。 ） 第５ 条第７ 項に規定する生活介護に係る事業並びにイ及びエに掲

げる事業に限る。区市町村については、オに掲げる事業に限る。） に供するため設置する施設等の創設、

改築、改修、安全対策工事及び設備整備に係る事業であって、別表１ の要件を満たすものに対して行う 。

ただし、 障害者（ 児） 施設整備費補助要綱の対象と なる事業は除く 。  

ア 障害者総合支援法第５ 条第７ 項に規定する生活介護、 第１ ２ 項に規定する自立訓練、 第１ ４ 項に規

定する就労移行支援及び第１ ５ 項に規定する就労継続支援に係る事業（ ただし、 主たる事業所の新規

開設又は従たる事業所等の新規設置に伴う 定員増を目的と した、 賃借している既存建物の改修工事又

は大規模修繕工事（ 一定年数を経過して使用に耐えなく なり 、 改修が必要と なった指導室、 作業室の

改修工事又は利用者の高齢化、 障害の重度化等への対応のための改修工事） ）  

イ 障害者総合支援法第５ 条第１ ８ 項に規定する共同生活援助に係る事業 

ウ 障害者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱（ 平成１ ９ 年３ 月３ ０ 日付１ ８ 福保障在第１ ７ ５ １

号。 以下「 包括補助事業実施要綱」 と いう 。 ） ３ （ ２ ） エに規定する重度身体障害者グループホーム

事業 

エ 障害者総合支援法第５ 条第８ 項に規定する 短期入所に係る 事業（ ただし 、 障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく 指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する 基準（ 平成１ ８ 年厚生労働省令第１ ７ １ 号） 第１ １ ５ 条第１ 項に規定す

る 併設事業所又は同条第３ 項に規定する 単独型事業所に限る 。 ） 並びにこ れに併設する 障害者

総合支援法第７ ７ 条第３ 項及び地域生活支援事業実施要綱（ 平成１ ８ 年８ 月１ 日付障発第０ ８

０ １ ０ ０ ２ 号） 別記１ １ （ ４ ） に規定する 日中一時支援事業（ ただし 、 同事業が専有で使用す

る 居室は除く 。 ）  

オ 障害者総合支援法第５ 条第７ 項に規定する 生活介護に係る 事業のう ち、 東京都重症心身障害

児（ 者） 通所事業実施要領（ 平成２ ７ 年３ 月３ １ 日付２ ６ 福保障居第３ １ ８ ２ 号） に規定する

事業（ ただし 、 区市町村の施設整備のう ち創設は除く 。 ）  

（ ２ ） 社会福祉法人等及び民間企業等が前項イ に基づいて行う 事業に供する ために設置する 共同生活

援助であって、 別表１ の要件を満たし 、 当該社会福祉法人等及び民間企業等に賃貸する 目的で既

存建物を改修する 建物所有者に対し 、 改修経費の一部を負担する事業。  

 

３  補助対象経費 

こ の補助金の対象経費は、 ２ に係る 施設等の整備に必要な施設整備費及び設備整備費と し 、 それ
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ぞれの補助基準は別表１ に定める も のと する 。 ただし 、 次の各号に掲げる 費用は対象と し ない。  

（ １ ） 土地の買収及び整地に要する費用 

（ ２ ） 既存建物の買収（ 既存建物を買収する こ と が建物を新築する よ り 効率的であると 認めら れる場

合における 当該建物の買収を除く 。 ） のための費用 

（ ３ ） その他整備費と し て適当と 認めら れない費用 

 

４  補助事業者の制限 

  次に掲げる 団体は、 補助事業を行う も の（ 以下「 補助事業者」 と いう 。 ） に含めず、 こ の要綱に

基づく 補助金の交付の対象と し ない。  

（ １ ） 暴力団（ 東京都暴力団排除条例（ 平成２ ３ 年度東京都条例第５ ４ 号。以下「 暴排条例」 と いう 。）

第２ 条第２ 号に規定する 暴力団を言う 。 以下同じ 。 ）  

（ ２ ）  法人その他の団体の代表者又は役員又は使用人その他の従業者若し く は構成員に暴力団等（ 暴

力団並びに暴排条例第２ 条第３ 号に規定する 暴力団員及び同条４ 号に規定する 暴力団関係者を言

う 。 以下同じ 。 ） に該当する 者がある も の。  

 

５  補助金の交付額 

こ の補助金の交付額は、 補助対象事業に要する 経費の実支出額から 寄付金その他の収入額（ 社会

福祉法人等の場合は、 寄付金収入額を除く 。 ） を控除し た額と 別表２ に定める 補助基準額と を比較

し ていずれか少ない方の額（ 以下「 補助基本額」 と いう 。 ） に次の下表に定める 補助率を乗じ て得

た額の範囲内の額を交付額と する 。 ただし １ ， ０ ０ ０ 円未満は切り 捨てる も のと する 。  

 

整 備 対 象 事 業 対 象 者 補助率 

障害者総合支援法第５ 条第７ 項、第１ ２ 項、第１ ３ 項及び第１

４ 項に規定する 事業（ ２ ( 1) ア）  
社会福祉法人等 ３ ／４  

障害者総合支援法第５ 条第７ 項に規定する 事業（ ２ （ １ ） アの

う ちの生活介護）  
民間企業等 １ ／４  

障害者総合支援法第５ 条第１ ８ 項に規定する 事業（ ２ ( 1) イ 及

び( 2) ）  

社会福祉法人等 ３ ／４  

民間企業等 １ ／４  

社会福祉法人等及び

民間企業等( 建物所有

者に対し 改修経費を

負担する 場合)  

１ ／４  

包括補助事業実施要綱３ ( ２ ) エに規定する 事業（ ２ ( 1) ウ ）  社会福祉法人等 ３ ／４  

障害者総合支援法第５ 条第８ 項に規定する 事業並びにこ れに

併設する 障害者総合支援法第７ ７ 条第３ 項及び地域生活支援

事業実施要綱別記１ １ （ ４ ） に規定する事業（ ２ ( 1) エ）  

社会福祉法人等 １ ／２  

民間企業等 １ ／４  

障害者総合支援法第５ 条第７ 項に規定する 生活介護に係る 事

業のう ち、 東京都重症心身障害児（ 者） 通所事業実施要領に規

定する 事業（ ２ ( 1)オ）  

社会福祉法人等 

区市町村 

３ ／４  

 

６  補助金の交付申請 

こ の補助金の交付を受けよ う と する者は、 補助金交付申請書（ 別記第１ 号様式） に関係書類を添

えて、 別に定める 期日までに東京都知事（ 以下「 知事」 と いう 。 ） 宛提出する も のと する 。  
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７  補助金の交付決定等 

知事は、 補助金の交付申請のあった事業について、 適当と 認める 場合は、 別紙１ の条件を付し て

補助金の交付を決定し 、 通知する 。  

 

８  補助金の交付時期 

  こ の補助金は、 補助事業が完了し た時期に全額を交付する 。  

 

９  補助金の請求 

補助事業完了後に別紙１ 補助条件の９ に定める 補助金の額の確定があったと き は、 補助事業者は

請求書（ 別記第３ 号様式） に次の書類を付し 、 知事に請求する も のと する 。  

（ １ ） 印鑑証明書 

（ ２ ） 支払金口座振替依頼書 

（ ３ ） 前各号に定める も ののほか知事が必要と 認める 書類 

 

１ ０  審査基準 

 こ の補助金の交付に当たっては、別に定める「 障害者通所施設等整備費補助対象法人審査委員会

設置要領」 に基づく 障害者（ 児） 施設設備整備等補助事業対象法人審査委員会によ り 、 事業の妥

当性及び対象法人に係る適格性等の審査を行う 。  

 

附 則 

 

１  こ の要綱は、 昭和６ ０ 年４ 月１ 日から 施行し 、 同年４ 月１ 日以降申請のあった施設整備及び設備

整備に係る 補助について適用する 。  

 

２  平成１ ３ 年度から １ ５ 年度までに着工し た事業に係る 特例措置 

  平成１ ３ 年度から 平成１ ５ 年度までに着工し た本則２ の（ １ ） ア、 イ 及び（ ２ ） に掲げる補助対

象事業について、 本則４ における 補助金の交付額の算定にあたっては、 本則の規定にかかわら ず、

次に掲げる 補助要件のいずれかを満たすも のに対し 、 補助基本額に本則４ の補助率を乗じ て得た額

に加え、 設置者負担分に次表右欄に定める補助率を乗じ て得た額の範囲内の額を交付額と する 。 た

だし 、 １ ， ０ ０ ０ 円未満を切り 捨てるも のと する 。  

（ １ ） 補助要件 

①創設及び定員増を目的と し て行う 施設等の整備 

②他の障害を有する 者（ 児） を新たに受け入れる こ と を目的と し て行う 施設整備及び設備整備 

③小規模通所授産施設事業実施要綱に定める事業を行う 場合で、 開設年度に行う 業務省力化に資

する 設備整備 

（ ２ ） 補助率 

整 備 対 象 事 業 補 助 率 

心身障害者( 児) 通所訓練等事業実施要綱に定める 事業 
１ ／２  

 小規模通所授産施設事業実施要綱に定める 事業 

 

３  平成１ ５ 年度から １ ７ 年度までに着工し た事業にかかる 特例措置 

平成１ ５ 年度から 平成１ ７ 年度までに着工し た本則２ の（ １ ） ウ 、 エ、 オ、 カ、 （ ３ ） 及び（ ４ ）

に掲げる補助対象事業について、 本則４ における 補助金の交付額の算定にあたっては、 本則の規定

にかかわら ず、 次に掲げる 補助要件のいずれかを満たす対象者に対し 、 補助基本額に本則４ の補助
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率を乗じ て得た額に加え、 設置者負担分に次表右欄に定める補助率を乗じ て得た額の範囲内の額を

交付額と する 。  

（ １ ） 補助要件 

創設及び定員増を目的と し て行う 施設等の整備 

（ ２ ） 補助率 

整 備 対 象 事 業 対 象 者 補 助 率 

知的障害者福祉法第４ 条第５ 項及び第１ ０ 項に定める 事業 

東京都重度知的障害者グループホーム運営要綱に定める事業 

社会福祉法人等 １ ／２  

民間企業等 １ ／３  

社会福祉法人等及

び民間企業等（ 建物

所有者が改修を 行

う 場合）  

１ ／３  

東京都重度身体障害者グループホーム事業実施要綱に定める

事業 
社会福祉法人等 １ ／２  

東京都認定短期入所事業実施要綱に定める 事業 
区市町村及び 

社会福祉法人等 
３ ／４  

４  平成１ ８ 年度から ２ ０ 年度までに着工し た事業にかかる 特例措置 

平成１ ８ 年度から 平成２ ０ 年度までに着工し た本則２ の（ １ ） ア、 イ 、 オ、 カ、 キ、 ク 及び（ ３ ）

に掲げる補助対象事業について、 本則４ における 補助金の交付額の算定にあたっては、 本則の規定

にかかわら ず、 次に掲げる 補助要件のいずれかを満たす対象者に対し 、 補助基本額に本則４ の補助

率を乗じ て得た額に加え、 設置者負担分に次表右欄に定める補助率を乗じ て得た額の範囲内の額を

交付額と する 。  

（ １ ） 補助要件 

   ア 創設及び定員増を目的と し て行う 施設等の整備 

イ  本則２ の（ １ ） ア及びイ については、 障害者総合支援法第５ 条第６ 項、 第１ ３ 項、 第１ ４ 項

及び第１ ５ 項に定める 事業への移行を目的と し て行う 施設等の整備 

（ ２ ） 補助率 

整 備 対 象 事 業 対 象 者 補 助 率 

障害者自立支援法第５ 条第１ ０ 項及び第１ ６ 項に定める

事業（ ２ ( 1) オ及び( 3) ）  

社会福祉法人等 １ ／２  

民間企業等 １ ／３  

社会福祉法人等及び民

間企業等（ 建物所有者

が改修を行う 場合）  

１ ／３  

東京都重度身体障害者グループホーム事業実施要綱に定

める 事業（ ２ ( 1) カ）  
社会福祉法人等 １ ／２  

障害者自立支援法第５ 条第８ 項に定める 事業並びに併設

する 障害者自立支援法第７ ７ 条第１ 項第４ 号及び地域生

活支援事業実施要綱別記６ （ ９ ） に定める 日中一時支援

事業（ ２ ( 1) キ）  

社会福祉法人等 ３ ／４  
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・ 心身障害者（ 児） 通所訓練等事業実施要綱に定める 事

業及び特別区の区域内の同種の事業及び精神障害者共同

作業所通所訓練事業運営費補助金交付要綱に定める 事業 

・ 障害者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱３ （ ３ ）

①ア、 イ 、 エに定める 事業（ ２ ( 1)ア及びイ ）  

社会福祉法人等 １ ／２  

重症心身障害児（ 者） 通園事業実施要綱に定める 事業( ２

( 1) ク )  

社会福祉法人等 

区市町村 

１ ／２  

 

５  平成２ １ 年度から ２ ３ 年度までに着工し た事業にかかる 特例措置 

平成２ １ 年度から 平成２ ３ 年度までに着工し た本則２ の（ １ ） ア、 イ 、 オ、 カ、 キ、 ク 及び（ ３ ）

に掲げる補助対象事業について、 本則４ における 補助金の交付額の算定にあたっては、 本則の規定

にかかわら ず、 次に掲げる 補助要件のいずれかを満たす対象者に対し 、 補助基本額に本則４ の補助

率を乗じ て得た額に加え、 設置者負担分に次表右欄に定める補助率を乗じ て得た額の範囲内の額を

交付額と する 。  

（ １ ）  補助要件 

   ア 創設及び定員増を目的と し て行う 施設等の整備 

イ  本則２ の（ １ ） ア及びイ については、 障害者自立支援法第５ 条第７ 項、 第１ ４ 項、 第１ ５ 項

及び第１ ６ 項に定める 事業への移行を目的と し て行う 施設等の整備 

（ ２ ） 補助率 

整 備 対 象 事 業 対 象 者 補 助 率 

障害者自立支援法第５ 条第１ １ 項及び第１ ７ 項に定める

事業（ ２ ( 1) オ及び( 3) ）  

社会福祉法人等 １ ／２  

民間企業等 １ ／３  

社会福祉法人等及び民

間企業等（ 建物所有者

が改修を行う 場合）  

１ ／３  

包括補助要綱３ ( ２ ) カに定める事業（ ２ （ １ ） カ）  社会福祉法人等 １ ／２  

障害者自立支援法第５ 条第９ 項に定める 事業並びに併設

する 障害者自立支援法第７ ７ 条第１ 項第４ 号及び地域生

活支援事業実施要綱別記６ （ ９ ） に定める 日中一時支援

事業（ ２ ( 1) キ）  

社会福祉法人等 ３ ／４  

・ 心身障害者（ 児） 通所訓練等事業実施要綱に定める 事

業及び特別区の区域内の同種の事業及び精神障害者共同

作業所通所訓練事業運営費補助金交付要綱に定める 事業 

・ 包括補助要綱３ （ ３ ） ①イ 、ウ、オに定める事業（ ２ ( 1)

ア及びイ ）  

社会福祉法人等 １ ／２  

重症心身障害児（ 者） 通園事業実施要綱に定める 事業( ２

( 1) ク )  

社会福祉法人等 

区市町村 

１ ／２  

 

６  平成２ ４ 年度から ２ ６ 年度までに着工し た事業に係る 特例措置 

平成２ ４ 年度から 平成２ ６ 年度までに着工し た本則２ に掲げる 補助対象事業について、 本則５ に

おける 補助金の交付額の算定に当たっては、 本則の規定にかかわら ず、 次に掲げる 補助要件を満た

7



 

 

す対象者に対し 、 補助基本額に本則５ の補助率を乗じ て得た額に加え、 設置者負担分に次表右欄に

定める 補助率を乗じ て得た額の範囲内の額を交付額と する 。  

（ １ ）  補助要件 

事業所の新規開設又は定員増を目的と し て行う 施設等の整備 

（ ２ ） 補助率 

整 備 対 象 事 業 対 象 者 補 助 率 

障害者総合支援法第５ 条第７ 項、 第１ ２ 項、 第１ ３ 項及

び第１ ４ 項に規定する 事業（ ２ ( 1) ア）  
社会福祉法人等 １ ／２  

障害者総合支援法第５ 条第１ ５ 項に規定する事業（ ２ ( 1)

イ 及び( 2) ）  

社会福祉法人等 １ ／２  

民間企業等 １ ／３  

社会福祉法人等及び民

間企業等（ 建物所有者

に対し 、 改修経費を負

担する 場合）  

１ ／３  

障害者総合支援法第５ 条第８ 項に規定する 事業並びにこ

れに併設する 障害者総合支援法第７ ７ 条第１ 項第４ 号及

び地域生活支援事業実施要綱別記１ １ （ ６ ） に規定する

事業（ ２ ( 1) エ）  

社会福祉法人等 ３ ／４  

東京都重症心身障害児（ 者） 通所事業実施要綱に規定す

る事業( ２ ( 1) オ)  

社会福祉法人等 

区市町村 

１ ／２  

 

７  平成２ ７ 年度から ２ ９ 年度までに着工し た事業に係る 特例措置 

平成２ ７ 年度から 平成２ ９ 年度までに着工し た本則２ に掲げる 補助対象事業について、 本則５ に

おける 補助金の交付額の算定に当たっては、 本則の規定にかかわら ず、 次に掲げる 補助要件を満た

す対象者に対し 、 補助基本額に本則５ の補助率を乗じ て得た額に加え、 設置者負担分に次表右欄に

定める 補助率を乗じ て得た額の範囲内の額を交付額と する 。  

（ １ ） 補助要件 

事業所の新規開設又は定員増を目的と し て行う 施設等の整備 

（ ２ ） 補助率 

整 備 対 象 事 業 対 象 者 補 助 率 

障害者総合支援法第５ 条第７ 項、 第１ ２ 項、 第１ ３ 項及

び第１ ４ 項に規定する 事業（ ２ ( 1) ア）  
社会福祉法人等 １ ／２  

障害者総合支援法第５ 条第１ ５ 項に規定する事業（ ２ ( 1)

イ 及び( 2) ）  

社会福祉法人等 １ ／２  

民間企業等 １ ／３  

社会福祉法人等及び民

間企業等（ 建物所有者

に対し 、 改修経費を負

担する 場合）  

１ ／３  

障害者総合支援法第５ 条第８ 項に規定する 事業並びにこ

れに併設する 障害者総合支援法第７ ７ 条第３ 項及び地域

生活支援事業実施要綱別記１ １（ ４ ） に規定する 事業（ ２

社会福祉法人等 ３ ／４  
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( 1) エ）  

東京都重症心身障害児（ 者） 通所事業実施要領に規定す

る事業( ２ ( 1) オ)  

社会福祉法人等 

区市町村 

１ ／２  

８  平成３ ０ 年度から ３ ２ 年度までに着工し た事業に係る 特例措置 

平成３ ０ 年度から 平成３ ２ 年度までに着工し た本則２ に掲げる 補助対象事業について、 本則５ に

おける 補助金の交付額の算定に当たっては、 本則の規定にかかわら ず、 次に掲げる 補助要件を満た

す対象者に対し 、 補助基本額に本則５ の補助率を乗じ て得た額に加え、 設置者負担分に次表右欄に

定める 補助率を乗じ て得た額の範囲内の額を交付額と する 。  

（ １ ） 補助要件 

事業所の新規開設又は定員増を目的と し て行う 施設等の整備 

（ ２ ） 補助率 

整 備 対 象 事 業 対 象 者 補 助 率 

障害者総合支援法第５ 条第７ 項、 第１ ２ 項、 第１ ３ 項及

び第１ ４ 項に規定する 事業（ ２ ( 1) ア） 。 ただし 、 以下に

掲げる ニーズのいずれかに対応する 事業所と し 、 知事が

必要と 認めたも のに限る。  

① 利用者の高齢化、 障害の重度化 

② 医療的ケア 

③ 地域生活支援の拠点 

社会福祉法人等 １ ／２  

障害者総合支援法第５ 条第１ ７ 項に規定する事業（ ２ ( 1)

イ 及び( 2) ）  

社会福祉法人等 １ ／２  

民間企業等 １ ／３  

社会福祉法人等及び民

間企業等（ 建物所有者

に対し 、 改修経費を負

担する 場合）  

１ ／３  

障害者総合支援法第５ 条第８ 項に規定する 事業並びにこ

れに併設する 障害者総合支援法第７ ７ 条第３ 項及び地域

生活支援事業実施要綱別記１ １（ ４ ） に規定する 事業（ ２

( 1) エ）  

社会福祉法人等 ３ ／４  

東京都重症心身障害児（ 者） 通所事業実施要領に規定す

る事業( ２ ( 1) オ)  

社会福祉法人等 

区市町村 

１ ／２  

児童福祉法に規定する 児童発達支援及び放課後等デイ

サービスに係る 事業のう ち、 児童福祉法に基づく 指定通

所支援の事業等の人員、 設備及び運営に関する 基準第５

条第３ 項に規定する 主と し て重症心身障害児を 通わせ

る 指定児童発達支援及び同第６ ６ 条第３ 項に規定する

主と し て重症心身障害児を 通わせる 指定放課後等デイ

サービス（ ２ ( 1)カ）  

社会福祉法人等 １ ／２  

 

９  令和３ 年度から ５ 年度までに着工し た事業に係る 特例措置 

令和３ 年度から 令和５ 年度までに着工し た本則２ に掲げる 補助対象事業について、 本則５ におけ
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る 補助金の交付額の算定に当たっては、 本則の規定にかかわら ず、 次に掲げる 補助要件を満たす対

象者に対し 、 補助基本額に本則５ の補助率を乗じ て得た額に加え、 設置者負担分に次表右欄に定め

る 補助率を乗じ て得た額の範囲内の額を交付額と する 。  

（ １ ） 補助要件 

事業所の新規開設又は定員増を目的と し て行う 施設等の整備 

（ ２ ） 補助率 

整 備 対 象 事 業 対 象 者 補 助 率 

障害者総合支援法第５ 条第７ 項、 第１ ２ 項、 第１ ３ 項及

び第１ ４ 項に規定する 事業（ ２ ( 1) ア） 。 ただし 、 以下に

掲げる ニーズのいずれかに対応する 事業所と し 、 知事が

必要と 認めたも のに限る。  

①利用者の高齢化、 障害の重度化 

②医療的ケア 

③地域生活支援の拠点 

社会福祉法人等 １ ／２  

障害者総合支援法第５ 条第１ ７ 項に規定する事業（ ２ ( 1)

イ 及び( 2) ）  

社会福祉法人等 １ ／２  

民間企業等 １ ／３  

社会福祉法人等及び民

間企業等（ 建物所有者

に対し 、 改修経費を負

担する 場合）  

１ ／３  

障害者総合支援法第５ 条第８ 項に規定する 事業並びにこ

れに併設する 障害者総合支援法第７ ７ 条第３ 項及び地域

生活支援事業実施要綱別記１ １（ ４ ） に規定する 事業（ ２

( 1) エ）  

社会福祉法人等 ３ ／４  

東京都重症心身障害児（ 者） 通所事業実施要領に規定す

る事業( ２ ( 1) オ)  （ ※）  

社会福祉法人等 

区市町村 

１ ／２  

児童福祉法に規定する 児童発達支援及び放課後等デイ

サービスに係る 事業のう ち、 児童福祉法に基づく 指定通

所支援の事業等の人員、 設備及び運営に関する 基準第５

条第３ 項に規定する 主と し て重症心身障害児を 通わせ

る 指定児童発達支援及び同第６ ６ 条第３ 項に規定する

主と し て重症心身障害児を 通わせる 指定放課後等デイ

サービス（ ２ ( 1)カ） （ ※）  

社会福祉法人等 １ ／２  

 

（ ※） 主と し て重症心身障害児を通わせる 児童発達支援事業所及び放課後等デイ サービス事業所を

未設置区市町村において整備する 場合には、 別表２ に定める 既設地域の補助基準額に整備促進係

数（ 1. 50） を乗じ る （ ただし 、 別表１ に定める 「 １  施設整備及び設備整備基準、 施設整備１ 」

の整備種別（ 安全対策工事を除く 。 ） に限る 。 ） も のと する 。  

 

１ ０  令和６ 年度から ８ 年度までに着工し た事業に係る特例措置 

（ １ ） 特別助成 

令和６ 年度から 令和８ 年度までに着工し た本則２ に掲げる 補助対象事業について、 本則５ におけ
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る補助金の交付額の算定に当たっては、 本則の規定にかかわら ず、 次に掲げる補助要件を満たす対

象者に対し 、 補助基本額に本則５ の補助率を乗じ て得た額に加え、 設置者負担分に次表右欄に定め

る補助率を乗じ て得た額の範囲内の額を交付額と する 。   

ア 補助要件 

事業所の新規開設又は定員増を目的と し て行う 施設等の整備 

イ  補助率 

整 備 対 象 事 業 対 象 者 補 助 率 

障害者総合支援法第５ 条第７ 項、 第１ ２ 項、 第１ ３ 項及

び第１ ４ 項に規定する 事業（ ２ ( 1) ア） 。 ただし 、 以下に

掲げる ニーズのいずれかに対応する 事業所と し 、 知事が

必要と 認めたも のに限る。  

①利用者の高齢化、 障害の重度化 

②医療的ケア 

③地域生活支援の拠点 

社会福祉法人等 １ ／２  

障害者総合支援法第５ 条第７ 項に規定する 事業（ ２ ( 1) ア

のう ちの生活介護） 。 ただし 、 以下に掲げる ニーズのい

ずれかに対応する 事業所と し 、 知事が必要と 認めたも の

に限る 。  

①利用者の高齢化、 障害の重度化 

②医療的ケア 

③地域生活支援の拠点 

民間企業等 １ ／３  

障害者総合支援法第５ 条第１ ７ 項に規定する事業（ ２ ( 1)

イ 及び( 2) ） 。 ただし 、 区分４ 以上の利用者を１ 人以上受

け入れて重度者対応を行う 事業所に限る。  

社会福祉法人等 １ ／２  

民間企業等 １ ／３  

社会福祉法人等及び民

間企業等（ 建物所有者

に対し 、 改修経費を負

担する 場合）  

１ ／３  

障害者総合支援法第５ 条第８ 項に規定する 事業並びにこ

れに併設する 障害者総合支援法第７ ７ 条第３ 項及び地域

生活支援事業実施要綱別記１ １（ ４ ） に規定する 事業（ ２

( 1) エ）  

社会福祉法人等 ３ ／４  

民間企業等 １ ／３  

障害者総合支援法第５ 条第７ 項に規定する 生活介護に係

る 事業のう ち、 東京都重症心身障害児（ 者） 通所事業実

施要領に規定する 事業( ２ ( 1) オ)   

社会福祉法人等 

区市町村 

１ ／２  

 

（ ２ ） 重度対応特別単価 

令和６ 年度から 令和８ 年度までに着工し た本則２ に掲げる 補助対象事業のう ち（ １ ） ア（ 障害者

総合支援法第５ 条第７ 項に規定する 生活介護に係る 事業に限る 。 ） 、 イ 、 エ及びオ並びに（ ２ ） に

ついて、 重度障害者に対応し た施設（ 都が別に定める要件を満たすも のと する 。 ） を整備する 場合

には、 別表２ に定める 補助基準額に1. 50を乗じ た重度対応特別単価（ ただし 、 別表１ に定める 「 １

 施設整備及び設備整備基準、 施設整備１ 」 の整備種別（ 安全対策工事を除く 。 ） に限る 。 ） を補

助基準額と し て適用する も のと する 。  
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なお、 重度対応特別単価が適用さ れる場合、 補助金の交付額の算定に当たっては、 本則及び附則

１ ０ （ １ ） の規定にかかわら ず、 都が別に定める 補助要件を満たす対象者に対し 、 補助基本額に本

則５ の補助率を乗じ て得た額に加え、 設置者負担分に次表右欄に定める補助率を乗じ て得た額の範

囲内の額を交付額と する 。  

 

（ ア） 補助要件 

都が別に定める 重度障害者に対応し た事業所の新規開設又は定員増を目的と し て行う 施設等の

整備 

（ イ ） 補助率 

整 備 対 象 事 業 対 象 者 補 助 率 

障害者総合支援法第５ 条第７ 項に規定する 事業（ ２ （ １ ）

アのう ちの生活介護）  

社会福祉法人等 １ ／２  

民間企業等 ５ ／６  

障害者総合支援法第５ 条第１ ７ 項に規定する 事業（ ２

（ １ ） イ 及び（ ２ ） ）  

社会福祉法人等 １ ／２  

民間企業等 ５ ／６  

社会福祉法人等及び民

間企業等（ 建物所有者

に対し 、 改修経費を負

担する 場合）  

５ ／６  

障害者総合支援法第５ 条第８ 項に規定する 事業並びにこ

れに併設する 障害者総合支援法第７ ７ 条第３ 項及び地域

生活支援事業実施要綱別記１ １（ ４ ） に規定する 事業（ ２

( 1) エ）  

社会福祉法人等 ３ ／４  

民間企業等 ５ ／６  

障害者総合支援法第５ 条第７ 項に規定する 生活介護に係

る 事業のう ち、 東京都重症心身障害児（ 者） 通所事業実

施要領に規定する 事業( ２ ( 1) オ)   

社会福祉法人等 

区市町村 

１ ／２  

 

１ １  交付額の算定に当たっては、 原則と して着工した年度の算定方法及び単価を適用する。 ただし、 事情

により 補助内示年度に着工できなかった場合には、 着工予定であった年度の算定方法及び単価を適用する。  

 

附 則 

   こ の要綱は、 昭和６ ０ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 昭和６ ３ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成２ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成３ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成６ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成７ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 
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   こ の要綱は、 平成８ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成１ ０ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成１ １ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成１ ３ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成１ ４ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

附 則 

   こ の要綱は、 平成１ ５ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成１ ６ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成１ ８ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成１ ９ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成２ ０ 年１ ２ 月１ 日から 適用する。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成２ １ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成２ ３ 年１ ０ 月１ 日から 適用する。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成２ ４ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成２ ５ 年４ 月１ 日から 適用する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成２ ６ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

   こ の要綱は、 平成２ ７ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

   こ の要綱は、 平成２ ８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

   こ の要綱は、 平成２ ９ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

   こ の要綱は、 平成３ ０ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 平成３ １ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 令和２ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

  附 則 
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   こ の要綱は、 令和３ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 令和４ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 令和５ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

   こ の要綱の施行の日から 令和５ 年６ 月３ ０ 日までの間、 「 福祉障」 と あるのは「 福保障」 と 読

み替える こ と と する 。  

  附 則 

   こ の要綱は、 令和６ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

   こ の要綱は、 令和７ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

附 則 

   こ の要綱は、 令和７ 年１ ０ 月１ 日から 施行する 。  
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別表１  

１  施設整備及び設備整備基準 

種  別 整  備  内  容 

施 

 

 

設 

 

 

整 

 

 

備 

 

 

１  

創    設 
既存の建物によ ら ない整備 

木造の場合は、 建築基準法第 2 条第 8 号に規定さ れた防火構造と する 。 

改    築 既存建物の全部又は一部を取り 壊し て行う 整備 

改    修 

次の要件の一に該当し 、１ 件当たり の価格が５ ０ 万円以上の改修工事等 

（ １ ） 既存の建物を使用し 、 新たに事業を開始する ための改修工事 

（ ２ ） 大規模修繕工事（ 一定年数を経過し て使用に耐えなく なり 、改修が

必要と なった指導室、作業室等の改修工事又は利用者の高齢化、障害の

重度化等への対応のための改修工事）  

安全対策工事 消防法に基づく 安全対策工事１ 件当たり の価格が５ ０ 万円以上の工事 

共 通 条 件 

（ １ ）  生活介護、 自立訓練、 就労移行支援、 就労継続支援、 共同生活援

助、 重度身体障害者グループホーム、 短期入所事業及び東京都重

症心身障害児（ 者） 通所事業及については、 次のアから オに定め

る 設備等に関する 基準を満たすも の 

ア 本則２ の(1)ウ 、 エに掲げる 各要綱及びオに掲げる 要領 

イ  東京都障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する 条

例（ 平成２ ４ 年東京都条例第１ ３ ５ 号） 及び東京都障害福祉サー

ビス事業の設備及び運営の基準に関する 条例施行規則（ 平成２ ４

年東京都規則第１ ７ １ 号）  

ウ  東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、 設備及び運営の

基準に関する 条例（ 平成２ ４ 年東京都条例第１ ５ ５ 号。 以下「 条

例」 と いう 。） 及び東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営の基準に関する 条例施行規則（ 平成２ ４ 年東京都規

則第１ ７ ５ 号。 以下「 規則」 と いう 。）  

 

（ ２ ） １ ０ 年間は事業を維持でき る 見込みがある こ と 。  

（ ３ ） 社会福祉法人等及び民間企業等が賃借し ている建物については、事

業開始後１ ０ 年以上の賃貸借期間が契約書及び承諾書によ り 確認で

き るも のに限る 。  

（ ４ ） 土地、 建物に抵当権が設定さ れていないこ と（ 土地・ 建物が自己所

有である 場合を除く 。）  

施
設
整
備
２ 

消 防 設 備 

（ １ ） 共同生活援助事業、短期入所事業に供する 建物（ 消防法施行令別表

第一( 6) 項ロ 又は( 6) 項ハに該当する 建物に限る 。） に設置する 消防設

備工事 

（ ２ ） 上記施設整備１ の共通条件を満たすも の 
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施
設
整
備
３ 

重度化等対応設備 

（ １ ） 共同生活援助、重度身体障害者グループホーム、短期入所事業及び

東京都重症心身障害児（ 者）通所事業に供する 重度化等対応設備工事。 

   なお、 重度化等対応設備と は、 利用者の高齢化、 障害の重度化、 医

療的ケア等を含む利用者の受入れに伴い必要と なる設備をいう 。  

また、本整備を適用する事業所は、消防署から ６ 項ロ の指導を受け

（ 東京都重症心身障害児（ 者） 通所事業を除く 。）、 障害の重度化、 利

用者の高齢化、医療的ケア者を受入れる 見込みがある と 区市町村が認

めるにも のに限る。  

（ ２ ） 上記施設整備１ の共通条件を満たすも の 

施
設
整
備
４ 

防 犯 設 備 

（ １ ） 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、

重度身体障害者グループホーム、短期入所事業及び東京都重症心身障

害児（ 者） 通所事業に供する 建物に設置する防犯設備工事 

（ ２ ） 上記施設整備１ の共通条件を満たすも の 

施
設
整
備
５ 

エレベータ ー等 

設備 

（ １ ） 消防署から ６ 項ロ の指導を受けない共同生活援助事業所・ 重度身体

障害者グループホームに供する 、歩行困難な利用者等の受け入れのため

のエレベータ ー等設置整備工事。  

  なお、重度化等対応設備整備を適用する 場合は、エレベータ ー等設備

整備を適用し ない。  

（ ２ ） 上記施設整備１ の共通条件を満たすも の 

設
備
整
備
１ 

医療機器等設備 

（ １ ）医療的ケア者の受入れにあたり 必要と なる１ 件当たり １ ０ 万円以上

の医療機器等に係る 設備整備。  

なお、 本加算を適用する 事業所は、 附則第１ ０ （ ２ ） に掲げる 重度対

応特別単価が適用と なる事業所に限る 。  

（ ２ ） 上記施設整備１ の共通条件を満たすも の 

設 

備 

整 

備 

２ 

䥹 

備 

品 

䥺 

一    般 

次の要件の一に該当し 、１ 件当たり １ ０ 万円以上のも ので知事が必要で

ある と 認めたも の 

（ １ ） 消防法等に基づく 安全対策に関する 設備整備 

（ ２ ） 東京都重症心身障害児（ 者） 通所事業については、 利用者の訓練、

授産及び処遇に直接要する 設備整備 

（ ３ ） 共同生活援助、重度身体障害者グループホーム、短期入所事業につ

いては、 利用者の支援に要する設備整備 

 

２  その他 

  共同生活援助及び重度身体障害者グループホームにおいて、 提供する便宜に要する 費用（ 家賃、 光

熱水費、 食材料費等） については、 でき る限り 低価格に設定するも のと する。  
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別表２  

 

施設種別 区      分 補 助 基 準 額 

生
活
介
護
・
自
立
訓
練 

・
就
労
移
行
支
援 

・
就
労
継
続
支
援 

改
修 

主たる事業所 ２ ９ ， ４ ０ ０ 千円 

従たる事業所 １ ４ ， ８ ０ ０ 千円 

防犯設備 １ ， ５ ０ ０ 千円 

共
同
生
活
援
助
・ 

重
度
身
体
障
害
者
グ
ル
䤀
プ
ホ
䤀
ム 

創
設
・
改
築
・
改
修 

及
び

安

全
対

策 

人数 ３ 人以下 ４ 人以上 

（ １ ） 延床面積がおおむね５ ０ ㎡未満 13, 800 千円 13,800 千円 

（ ２ ） 延床面積が７ ０ ㎡未満 18, 600 千円 18,600 千円 

（ ３ ） 延床面積が９ ０ ㎡未満 

25, 500 千円 

25,500 千円 

（ ４ ） 延床面積が１ ２ ０ ㎡未満 32,300 千円 

（ ５ ） 延床面積が１ ２ ０ ㎡以上 40,000 千円 

大規模修繕工事 １ ４ ， ８ ０ ０ 千円 

消
防
設
備 

消防法施行令別表第１ （ ６ ） 項ロ      ４ ， ５ ０ ０ 千円 

消防法施行令別表第１ （ ６ ） 項ハ      １ ， ２ ０ ０ 千円 

重度化等対応設備 ８ ， ９ ０ ０ 千円 

防犯設備 １ ， ０ ０ ０ 千円 

エレベーター等設備 ３ ， ４ ０ ０ 千円 

医療機器等設備 ６ ， ０ ０ ０ 千円 

設 備 整 備（ 備品）  １ ， ５ ０ ０ 千円 

短
期
入
所
事
業 

創
設
・
改
築
・
改
修 

及
び

安

全
対

策 

１ 床当たり  
 

７ ， ２ ８ ０ 千円 

大規模修繕工事 ８ ， ９ ０ ０ 千円 
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消
防
設
備 

消防法施行令別表第１ （ ６ ） 項ロ 

（ １ 床当たり ）  
       ６ ７ ５ 千円 

消防法施行令別表第１ （ ６ ） 項ハ 

（ １ 床当たり ）  
       １ ８ ０ 千円 

重度化等対応設備（ １ 床当たり ）  １ ， ４ ０ ０ 千円 

防犯設備 １ ， ０ ０ ０ 千円 

医療機器等設備 ６ ， ０ ０ ０ 千円 

設 備 整 備（ 備品）  １ ， ５ ０ ０ 千円 

東
京
都
重
症
心
身
障
害
児
䥹
者
䥺
通
所
事
業 

創
設
・
改
築
・
改
修 

及
び
安
全
対
策 

  定員１ 人当たり  既設地域 １ １ ， ４ ３ ０ 千円 

大規模修繕工事 ７ ， ４ ０ ０ 千円 

重度化等対応設備（ 定員1 人当たり ）  １ ， ４ ０ ０ 千円 

防犯設備（ １ 施設当たり ）  １ ， ５ ０ ０ 千円 

 設 備 整 備（ 備品）（ 定員1 人当たり ）  １ １ ６ 千円 

  

備 考 

１  本則２ の(２ )により 整備を行う 社会福祉法人等及び民間企業等に対する補助金の交付額は、本則

５ 及び附則１ ０ で算出した額と 、社会福祉法人等及び民間企業等が建物所有者に対して支出した額

と を比較してどちらか低い額と する。  

２  補助基準額について、短期入所が本体施設と 一体的に大規模修繕工事を行う 場合の補助基準額は

本体施設の一部と して整理する。  
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別紙１  

 

 

補 助 条 件 

 

 

 こ の補助金は、 次に掲げる事項を条件と して交付する。  

 

１  事情変更による決定の取消し等 

 こ の補助金の交付決定後の事情の変更により 特別に必要が生じたと きは、知事は、こ の決定の全部若し

く は一部を取り 消し、 又はこ の決定の内容若しく はこれに付した条件を変更すること がある。 ただし、 補

助事業のう ち、 既に経過した期間に係る部分については、 この限り でない。  

 

２  承認事項 

 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当すると きは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

（ １ ） 補助事業に要する経費の配分を変更しよう と すると き。  

（ ２ ） 補助事業の内容のう ち、 次の各号を変更しよう と すると き。  

  ア 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく 変更しない程度の軽微な変更を除く 。 )  

  イ  建物等の用途 

  ウ 入所定員及び利用定員 

エ 工事の内容 

①工期変更を伴う もの 

②工法及び位置の変更を伴う もの 

   ③変更見込み金額が請負金額の10% に相当する額又は200万円を超える工事 

（ ３ ） 補助事業を中止、 又は廃止しよう と すると き。  

（ ４ ） 借地契約又は建物の賃貸借契約を解除しよう と すると き。  

 

３  補助事業の完了時期 

  補助事業は、 補助金の交付の決定に係る会計年度中に完了しなければなら ない。  

 

４  消費税仕入控除税額の報告 

補助事業完了後に、 消費税及び地方消費税の申告により 補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除額が確定した場合には、 別記第４ 号様式により 速やかに知事に報告しなければなら ない。  

なお、 知事に報告があった場合には、 当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を

返還させるこ と がある。  

 

５  事故報告 

 補助事業者は、 補助事業が予定の時期に完了しない場合、 又は補助事業の遂行が困難と なった場合は、

その理由及び遂行の見通し等を書面により 知事に報告し、 その指示を受けなければならない。  

 

６  状況報告 

  知事は、 必要が生じたと き、 補助事業の進捗状況について報告させること がある。  

 

７  補助事業の遂行命令等 

 こ の要綱の規定による報告、 地方自治法（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号） 第２ ２ １ 条第２ 項の規定による調

査等により 、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行さ れていないと 認め

ると きは、 知事は、 こ れらに従って補助事業を遂行すべきこと を命ずること がある。  

 こ の命令に違反したと きは、 補助事業の一時停止を命ずるこ と がある。  
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８  実績報告 

 補助事業者は、 補助事業が完了したと き、 補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したと き、 又は補

助事業の廃止の承認を受けたと きは、それらの事実があったと きから１ ５ 日以内に補助事業の事業実績報

告書（ 別記第２ 号様式） を知事に提出しなければならない。  

 

９  補助金の額の確定等 

 知事は、８ の実績報告の審査及び必要に応じて行う 現地調査等により 補助事業の成果が補助金の交付の

決定の内容及びこ れに付した条件に適合するものであるかどう かを調査し、適合すると 認めたと きは、交

付すべき補助金の額を確定し、 補助事業者に通知する。  

 

10 是正のための措置 

 知事は、９ の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこ れに付した条件に適合しな

いと 認めると きは、 こ れに適合さ せるための措置をと るべきこ と を命ずるこ と がある。  

 ８ の実績報告は、 前項の命令により 必要な措置をした場合においても これを行わなければならない。  

 

11 決定の取消し  

（ １ ） 補助事業者が、 次の各号のいずれかに該当したと きは、 知事は、 補助金の交付決定の全部又は一部を

取り 消すこと がある。  

  ア 偽り その他不正の手段により 補助金の交付を受けたと き。  

  イ  補助金を他の用途に使用したと き。  

  ウ 補助金の交付の決定の内容又はこ れに付した条件その他法令若しく はこの交付の規定に基づく 命令

に違反したと き。  

  エ 補助事業により 取得し、 又は効用の増加した不動産等について、 補助事業者が１ ６ の財産処分の制

限等に反して使用し、 譲渡し、 交換し、 貸し付け、 又は担保に供したため、 交付目的が達成さ れない

こ と が明らかになったと き。  

オ 交付決定を受けた者（ 法人その他の団体にあっては、 代表者、 役員又は使用人その他の事業者若し

く は構成員を含む。 ） が、 暴力団員等に該当するに至ったと き。  

（ ２ ） （ １ ） の規定は９ により 交付すべき補助金の額を確定した後においても 適用する。  

 

12 補助金の返還 

（ １ ） 補助事業者は、 補助金の交付の決定を取り 消された場合において、 当該取消しに係る部分に関し、 既

に補助金が交付さ れていると きは、 知事の指示すると こ ろにより 、 その額を返還しなければならない。 

（ ２ ） （ １ ） の規定は９ により 交付すべき補助金の額を確定した場合において、 既にその額を越える補助金

が交付さ れていると きも 同様と する。  

 

13  違約加算金 

 補助事業者は、１ １ により 補助金の交付決定の全部又は一部を取り 消され、その返還を命ぜら れたと き

は、 その命令に係る補助金の受領の日（ 補助金が２ 回以上に分けて交付されている場合においては、 返還

を命ぜられた額に相当する補助金は最後の受領の日に受領したものと し、当該返還を命ぜら れた額がその

日に受領した額を超えると きは、当該返還を命ぜら れた額に達するまで順次さ かのぼり 、それぞれの受領

の日において受領したも のと する。 ） から納付の日までの日数に応じ、 当該補助金の額（ その一部を納付

した場合におけるその後の期間については、 既納付額を控除した額） につき、 年10. 95 ％の割合で計算し

た違約加算金（ １ ０ ０ 円未満の場合を除く 。 ） を納付しなければなら ない。  

 

14  延 滞 金 

 補助事業者は、 補助金の返還を命ぜら れた場合において、 これを納期日までに納付し なかったと きは、

納期日の翌日から 納付の日までの日数に応じ 、 その未納付額につき、 年10.95％の割合で計算した延滞金

（ １ ０ ０ 円未満の場合を除く 。 ） を納付しなければならない。  
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15 他の補助金等の一時停止等 

 補助事業者が、 補助金の返還を命ぜられたにも かかわらず、 当該補助金、 違約加算金又は延滞金の全部

又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があると き

は、 知事は、 相当の限度においてその交付を一時停止し、 又は当該補助金等と 未納付額と を相殺するもの

と する。  

 

16 財産処分の制限等 

（ １ ） 補助事業者は、 補助事業により 取得し、 又は効用の増加した不動産及び従物並びに取得価格又は、 効

用の増加の価格１ ０ 万円以上の機械器具等については、 「 補助事業等により 取得し、 又は効用の増加し

た財産の処分制限期間」 （ 平成２ ０ 年厚生労働省告示第３ ８ ４ 号)に定める期間を経過するまで、 知事

の承認を受けないで、 こ の補助金の交付の目的に反して使用し、 譲渡し、 交換し、 貸し付け、 又は担保

に供してはならない。  

（ ２ ） 補助事業者は、 賃借している建物について、 補助金が交付さ れた場合において、 補助事業により 取得

したも の又は効用の増加した部分につき、 有益費償還請求権、 造作買取請求権その他の権利が生じたと

きは、 その処理につき知事に協議するものと する。 この場合において、 当該権利を行使したこ と により

収入があったと きは、 収入の全部又は一部を本都に納入さ せること がある。  

（ ３ ） 民間企業等は、 補助事業により 取得し、 又は効用の増加した財産を処分する場合は、 議決機関の承認 

を得なければならない。  

 

17 財産の管理義務 

補助事業者は、補助事業により 取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後におい

ても 、 善良な管理者の注意をもって管理すると と も に、 その効率的な運用をはから なければならない。  

 

18 財産処分に伴う 収入の納付 

 補助事業者は、知事の承認を受けて財産の処分をするこ と により 収入があった場合には、その収入の全

部又は一部を本都に納付させるこ と がある。  

 

19 関係書類の整理保管 

   補助事業者は、 補助事業に係る収入及び支出を明ら かにした帳簿を備え、 当該収入及び支出について証

拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５ 年間保管しておかなければなら ない。ただし 、

補助事業によ り 取得し 、又は効用の増加し た価格が単価30万円以上の財産がある 場合は、前記の期

間を経過後、 当該財産の財産処分が完了する 日、 又は「 補助金等によ り 取得し 、 又は効用の増加し

た財産の処分制限期間」 （ 平成20年7月11日付厚生労働省告示第384号） に定める 期間を経過する

日のいずれか遅い日まで保管し ておかなければなら ない。  

なお、 １ ， ０ ０ ０ 万円以上の工事請負契約に係る支払領収書については、 支払完了後速やかに提示する

こ と 。  

 

20 建物所有者と の協議 

  本則２ の(２ )に基づき整備を行う 社会福祉法人等及び民間企業等は、 建物所有者と 協議を行い、 条例又

は規則で定める設備等に関する基準を遵守するための建物の改修の内容や改修工事の費用への負担、 支払

い方法等について、 契約等により 取り 決めを交わさ なければならない。  

  また、 建物所有者が改修工事を行う に当たって､社会福祉法人等及び民間企業等は、 建物所有者から､当

該整備に係る工事仕様書、 工事請負契約書（ 写し） 及び工事費目別内訳書、 建築確認通知書、 配置図、 各

階平面図、 立面図、 改修、 改築等の場合は､既存建物に係る図面等の提出を求めるものと する。  

 

21 補助事業に係る契約 

（ １ ）  補助事業を行う ために建設工事の完成を目的と して締結するいかなる契約においても、契約の相手方

が当該工事を一括して第三者に請け負わせること を承認してはなら ない。  

（ ２ ）  補助事業者（ 区市町村を除く 。 次条において同じ。 ） が補助事業を行う ために締結する契約について
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は、 東京都が行う 契約手続の取扱いに準拠しなければならない。  

 

22 契約の相手方等からの資金提供の禁止 

補助事業者が事業を行う ために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等資金の提供を受けて

はならない。 ただし、 共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く 。  
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別記第１ 号様式 

 

                              番     号         

 

                              年   月   日       

 

東 京 都 知 事 殿            

 

                           住 所 

 

                                                      法 人 代 表 者            印 

 

                                                      区 市 町 村 長            印 

           

 

 

 

 年度障害者通所施設等整備費補助金（ 障害者施設等） の交付申請について 

 

 

 標記について、 次によ り 補助金の交付を 関係書類を 添えて、 下記のと おり 申請し ま す。 

 

 

 

                   記 

 

 

 

１  申請額      金                円 

 

 

２  施設等の種別及び名称 

 

 

３  申請額算出内訳     別紙１ のと おり  

 

 

４  事業計画書       別紙２ のと おり  

 

 

５  歳入歳出予算書（ 見込書） 抄本（ 参考例１ ）  
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別記第1号様式に基づく別紙１

施設種別 施設の名称

区　　　　分 総事業費
対象経費の実
支出（予定）額

寄 付 金 そ の
他

の 収 入 額
差　　引　　額

都 補 助 金
基 本 額

都 補 助 金
所 要 額

（創設等の別） （ Ｂ － Ｃ ） 単価 算定額
（Ｅ×Ｆ×Ｇ）

（Ｄ＞Ｈ→Ｈ）
（Ｄ≦Ｈ→Ｄ）

（Ｉ×補助率）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ

円 円 円 円 円 円 円

施設整備
（　　　　　　　　）

施設整備
（ 消防設備 ）

施設整備
（重度化等設備 ）

施設整備
（ 防犯設備 ）

施設整備
（エレベーター等）

整備設備
（医療機器等）

設備整備

合計

１　B欄には、総事業費のうち、補助対象となる事業費を計上すること。

２　Ｃ欄は、社会福祉法人等の場合は、寄付金その他の収入額（社会福祉法人等の場合は、寄付金を除く。）を記入する。

３　Ｉ欄は、Ｄ欄とＨ欄を比較してどちらか少ない方の額を記入する。

４　Ｊ欄は、本則５に定める補助率により算定した額を記入する。ただし、附則10を適用し、補助金所要額を算定する場合に限り、本則５補助率により算定した額に

　附則10に定める補助率により算定した額を加算する。

　　Ｊ欄は、１，０００円未満を切り捨てる。

５　本則２の（２）により整備を行う場合は、別表２の備考により算出し、Ｅ欄に記入する。

　　Ｊ欄は、Ｉ欄の額を記入する。

整　備　費　申　請　額　算　出　内　訳

補助要綱別表２に定める補助基準額

規模
重度対応
特別単価

1 / 3 ページ
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別記第１号様式に基づく別紙２

2

4 名 名 名

㎡

㎡ （改修部分） ㎡

（全　　　体） ㎡

円

円

円

円

円

円

円

円

　　※工事種別等内訳：別紙

円

円

円

円

円

円

円

創設　改築　改修　安全対策
消防　重度化　防犯　設備整備

敷 地 の
所 有 関 係

設 置 者
負 担 金

自 己 財 源

財 源 内 訳

6 併 設 事 業 所

重 度 対 応
特 別 単 価

該当　　　　非該当

8

0

寄 附 金

運　営　主　体

施 設 整 備
( 防 犯 設 備 ）

借 入 金

運 営 主 体

名称(氏名）

所 在 地

建物所有者

延 床 面 積

計

敷 地 面 積

建 物 の
所 有 関 係

建 築 面 積

建 物 構 造

整 備 種 別

現在

合 計 0

小 計

1

施 設 等 の 名 称

所 在 地

※本則２（２）により整備を
行う場合に記入

施 設 等 の 種 別

3
事 業 主 体 及 び
運 営 主 体

施 設 整 備

設 備 整 備

施 設 整 備
( 消 防 設 備 ）

7

建物（ 無 ・ 有 ）

自己所有　　　賃貸

0

種　別

自己所有　借地　買収（予定）　　

名　称

整 備 費 内 訳

事　　業　　計　　画　　書

5
施 設 等 の 規 模
及 び 構 造

抵当権

「有」の場
合、目的及
び抹消予定

時期

土地（ 無 ・ 有 ）

名 称

所 在 地

利 用 人 員

その他収入

東京都補助金

合 計

増加

施 設 整 備
( 重 度 化 等 対 応 設 備 ）

施 設 整 備
(エレベーター等）

設 備 整 備
( 医 療 機 器 等 ）

1 / 3 ページ
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円

円

円

円

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

17

歳入歳出予算書（見込書）抄本

借入金償還計画表

各室面積表　　※１

契 約 年 月 日

10

自 己 財 源

着 工 年 月 日

合 計

令和

運営主体からの収入

借 入 金

0

建 物 所 有 者
負 担 金 内 訳

※本則２（２）により整
備を行う場合に記入

9

　その他（添付書類及び添付順序）

(1)

令和

施 行 計 画

令和

令和

15

地域の障害福祉
サービス事業所
及び地域住民と
の連携

建物構造や環境
面における課題

11

完 成 年 月 日

事業の目的・理由
※都内において初め
て上記２の事業を実施
する場合、その理由も
記載すること

事 業 開 始
年 月 日

支援の基本方針
（主たる障害種別や想
定している障害支援
区分等を踏まえ、どの
ような事業としていきた
いか）

(3)

16
上記16に対する
具体的な解決策
や工夫した点

上記13を実現す
るためのハード
面・ソフト面におけ
る具体的方策

14

(2)

13

12

2 / 3 ページ
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工事仕様書（建築概要書、内部仕上表、外部仕上表、特記仕様書等）　　※２

工事請負契約書（写し）及び工事費費目別内訳書（見積書）（写し）　　※３

設計監理契約書（写し）　　※４

建築確認通知書（写し）　　※５

配置図、各階平面図、立面図　　※６

改修、改築等の場合は既存建物に係る図面を添付すること。

建物所有者との運営及び整備に関する合意内容の契約書等（写し）　　※７

土地・建物登記簿謄本

賃貸借契約書（土地・建物を賃借する場合のみ）（写し）

備品等購入契約書（写し）又は見積書（写し）

備品カタログ等

誓約書

※１～６ 設備整備については不要

※６、１２～１６について、各記入欄に収まらない場合は「別紙のとおり」と記載し、別紙により説明すること

メールアドレス

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

※７ 本則２（２）による整備を行う場合に添付

(8)

※本則２（２）により整備を行う場合の財源内訳は、９「建物所有者負担金内訳」欄に記入し、
　　８「財源内訳」欄の記入は不要

担当者連絡先

担当者名

電話

連絡先 ＦＡＸ

(4)

(5)

(6)

(7)

3 / 3 ページ
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別記第２ 号様式 

 

                                番    号       

 

                                年 月 日        

 

東 京 都 知 事 殿             

 

                          住 所 

 

                                                    法 人 代 表 者               印 

 

                                                   区 市 町 村 長            印 

 

 

 

 年度障害者通所施設等整備費補助金（ 障害者施設等） の事業実績報告について 

 

 

     年  月  日付   福祉障 第   号で交付決定を 受けた    年度障害

者通所施設等整備費補助金（ 障害者施設等） にかかる 事業実績について、 次の関係書類

を 添え下記のと  

おり 報告し ま す。  

 

 

 

                   記 

 

 

１  精算額        金               円 

 

 

２  施設等の種別及び名称 

 

 

３  整備費精算額内訳   別紙１ のと おり  

 

 

４  実績報告書      別紙２ のと おり  

 

 

５  歳入歳出決算書（ 見込書） 抄本（ 参考例１ ）  
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別記第３ 号様式           （ 捨印）  

 

 

 

 

 

請 求 書             

 

 

 

 

 

 

金               円 

 

 

 

 

 ただし 、     年度障害者通所施設等整備費（ 障害者施設等） と し て上記金額を 請求

し ま す。  

 

 

 

 

 

                             年 月 日          

 

 

東 京 都 知 事 殿            

 

 

 

 

 

 

 

            法 人 名                            

 

            事 務 所 の 所 在 地                            

 

            代 表 者 氏 名                 印 
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別記第2号様式に基づく別紙１

施設種別 施設の名称

区　　　　分 総事業費
対象経費の実
支出（予定）額

寄付金その
他

の 収 入 額
差　　引　　額

都 補 助 金
基 本 額

都 補 助 金
所 要 額

都補助金
交付決定額

都補助金
受入済額

差　　　　　引
過△不足額

（創設等の別） （ Ｂ － Ｃ ） 単価 算定額
（Ｅ×Ｆ×Ｇ）

（Ｄ＞Ｈ→Ｈ）
（Ｄ≦Ｈ→Ｄ）

（Ｉ×補助率）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ K L M

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

施設整備
（　　　　　　　　）

施設整備
（ 消防設備 ）

施設整備
（重度化等設備 ）

施設整備
（ 防犯設備 ）

施設整備
（エレベーター等）

施設整備
（医療機器等）

設備整備

合計

１　B欄には、総事業費のうち、補助対象となる事業費を計上すること。

２　Ｃ欄は、社会福祉法人等の場合は、寄付金その他の収入額（社会福祉法人等の場合は、寄付金を除く。）を記入する。

３　Ｉ欄は、Ｄ欄とＨ欄を比較してどちらか少ない方の額を記入する。

４　Ｊ欄は、本則５に定める補助率により算定した額を記入する。ただし、附則10を適用し、補助金所要額を算定する場合に限り、本則５補助率により算定した額に

　附則10に定める補助率により算定した額を加算する。

　　Ｊ欄は、１，０００円未満を切り捨てる。

５　本則２の（２）により整備を行う場合は、別表２の備考により算出し、Ｅ欄に記入する。

　　Ｊ欄は、Ｉ欄の額を記入する。

規模
重度対応
特別単価

整　備　費　精  算　額　算　出　内　訳

補助要綱別表２に定める補助基準額
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別記第２号様式に基づく別紙２

2

4 名 名 名

㎡

㎡ （改修部分） ㎡

（全　　　体） ㎡

円

円

円

円

円

円

円

円

※工事種別等内訳：別紙

事　業　実　績　報　告　書

1

施 設 等 の 名 称

所 在 地

施 設 等 の 種 別

3
事 業 主 体 及 び
運 営 主 体

運営主体

名　　称

所在地

建物所有者 名　　称

※本則２（２）により整備を
行う場合に記入 所在地

利 用 人 員 現在 増加 計

5
施 設 等 の 規 模
及 び 構 造

敷 地 面 積
敷 地 の
所 有 関 係

自己所有　借地　買収（予定）　　

建 物 の
所 有 関 係

自己所有　　　賃貸

抵当権
土地（ 無 ・ 有 ） 「有」の場合、

目的及び抹
消予定時期建物（ 無 ・ 有 ）

整 備 種 別
創設　改築　改修　安全対策
消防  重度化  防犯  設備整

備
重 度 対 応
特 別 単 価

該当　　　　非該当

建 築 面 積
延 床 面 積

建 物 構 造

7 支 出 済 事 業費 総 額

施 設 整 備

施 設 整 備
（ 消 防設備 ）

6 併 設 事 業 所

名　称 種　別 運　営　主　体

施 設 整 備
（重度化等対応設備）

施 設 整 備
（ 防 犯設備 ）

設 備 整 備

合 計 0

施 設 整 備
(エレベーター等）

設 備 整 備
( 医 療 機 器 等 ）
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令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

令和 年 月 日

9

歳入歳出決算書（見込書）抄本

借入金償還計画表

各室面積表　　※１

工事仕様書（建築概要書、内部仕上表、外部仕上表、特記仕様書等）　　※２

工事請負契約書（写し）及び工事費費目別内訳書（見積書）（写し）　　※３

設計監理契約書（写し）　　※４

工事完了報告書（設計監理者及び法人代表者の確認印が必要）　　※５

検査済証（建築基準法第７条第３項による）（写し）　　※６

消防用設備等設置届出書及び検査結果通知書（消防法第１７条の３の２による）（写し）　　※７

建物平面図及び立面図　　※８

建物所有者との運営及び整備に関する合意内容の契約書等（写し）　※９

賃貸借契約書（土地・建物を賃借する場合のみ）（写し）

備品等購入契約書（写し）又は見積書（写し）

備品カタログ等

備品納品書

①創設、改築、改修の場合は建物内外主要部分の写真

②設備整備の場合は備品等の写真

※１～８ 設備整備については不要

　その他（添付書類及び添付順序）

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

完成年月日

事業開始年月日

8 施 行 期 間

契約年月日

着工年月日

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

※９

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

連絡先 ＦＡＸ

メールアドレス

本則２（２）による整備を行う場合に添付

担当者連絡先

担当者名

電話
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               捨  

               印  

別記第４ 号様式  

 

                       番   号  

                       年  月  日  

                

 

 

  東 京 都 知 事  殿  

 

                     事務所の 所在地  

                     法  人  名  

                     法 人 代 表 者 

 

 

 年度消費税仕入控除税額報告書  

 

 

  年  月  日 福祉障 第  号で 交付決定を 受け た  年度

障害者通所施設等整備費補助金（ 障害者施設等） に 係る 消費税仕入控除税

額に つい て は 、 下記の と おり 報告する 。  

 

                記  

 

１  施 設 の 種 別 

２  施 設 の 名 称 

３  補助事業の 確定額  金        円  

４  補助金返還相当額  金        円  

（ 消費税の 申告に よ り 確定し た 消費税控除税（ 要補助金返還相当額） ） 

５  積 算 内 訳 等（ ４ の 消費税仕入控除税額の 積算内訳等を 添付） 
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